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津 山 市 版 事 業 仕 分 け 

 

       

   日 時   平成２３年１月２２日（土） 

                ２３日（日） 

            午前９時３０分～午後４時２０分 

会 場   津山市役所 ２階 大会議室 

 

津  山  市 



                      

★ ★ 傍聴されるみなさまへ ★★ 

 

 本日は、お越しいただきありがとうございます。 

 次の事項をお守りいただきますよう、お願いします。 

 

１． 傍聴は、お静かにお願いいたします。会場の入退場、傍聴席での移動は

自由ですが、仕分け作業中の移動は最小限にしてください。 

２． 議論・評価（判定）に際して、傍聴のみなさまからのご質問等につきま

しては、一切受け付けられませんのでご了承ください。 

３． 携帯電話は、マナーモードにするか、電源をお切りください。 

４． 会場内に傍聴者の意思を表明するもの（旗、プラカード、横断幕等）を

持ち込まないでください。 

５． 仕分け作業の内容に公然と批評を加えたり、発言や拍手その他の方法で

公然と意思表明をしないでください。 

６． 喫煙につきましては、２階喫煙コーナーをご利用ください。 

７． 録音及び写真撮影につきましては、仕分け作業や傍聴等に支障のない範

囲で行なっていただくことは結構ですが、録画につきましては、事務局

の許可を得たうえで、指定された場所で行なってください。 

８． 会場内の秩序を乱したり、仕分け作業の支障になる行為が発覚した場合

には、ご退場いただくことがあります。 

９． 仕分けスケジュールの時間は、多少前後することがあります。また、報

道関係者による撮影等がありますことをご了承ください。 

 

 

 

※ 仕分けによる評価（判定）結果そのものが、市の最終判断となるものでは

ありません。市は、その評価（判定）結果を最大限尊重して、各事業の今後

の方針を策定することとなります。 
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「事業仕分け」タイムスケジュール 

 

第１日目 【 平成２３年１月２２日（土） 】 

予定時間 事業 No 事 業 名 等 担当部局 

 9:00 ～  受付開始  

  9:30 ～  9:45  開会 市長あいさつ 概要説明  

  9:50 ～ 10:35    １ 「広報つやま」発行事業 秘書広報室 

 10:35 ～ 11:20    ２ パワーアップ商業振興事業（空き店舗対策） 産業支援課 

11:20 ～ 12:05    ３ 科学技術イベント委託事業（産業展） 産業支援課 

12:05 ～ 13:00  昼食 休憩  

13:00 ～ 13:45    ４ アイススケート場管理運営事業 スポーツ課 

13:45 ～ 14:30    ５ 生ごみ処理容器設置事業補助金 環境業務課 

14:30 ～ 14:40  休憩  

14:40 ～ 15:25    ６ 津山国際総合音楽祭事業 文化振興課 

15:25 ～ 16:10    ７ 文化推進事業（ヴォーカルアンサンブル津山） 文化振興課 

16:10 ～ 16:20  第１日目結果講評 閉会  

 
 
第２日目 【 平成２３年１月２３日（日） 】 

予定時間 事業 No 事 業 名 等 担当部局 

 9:00 ～  受付開始  

  9:30 ～  9:45  開会 市長あいさつ 概要説明  

  9:50 ～ 10:35    ８ 共同作業所・農機具保管庫管理委託事業 農業振興課 

 10:35 ～ 11:20    ９ 特別支援教育推進事業 学校教育課 

11:20 ～ 12:05   １０ 市税催告事業（納税よびかけセンター） 納税課 

12:05 ～ 13:00  昼食 休憩  

13:00 ～ 13:45   １１ ファミリーサポートセンター管理運営事業 こども企画課 

13:45 ～ 14:30   １２ 遺児激励金支給事業 こども課 

14:30 ～ 14:40  休憩  

  １３ 津山老人福祉センター運営事業 
14:40 ～ 15:25 

  １４ 津山老人福祉センターバス運行事業 
高齢介護課 

15:25 ～ 16:10   １５ 高齢者講座事業 高齢介護課 

16:10 ～ 16:20  第２日目結果講評 閉会  

 
※ 議論の進行状況により、時間は前後する場合があります。 
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「津山市版事業仕分け」概要 

 
１．実施目的 

多様化する市民ニーズや新たな課題に適切に対応していくためには、現在実施

している事業や行政システムなど市政全般について順次見直しを行わなければな

らない。 
現行の事業を「現場」「市民」の視点で洗い直すことにより、個々の事業のムダ

をなくすことはもとより、行政全体の見直しに結び付けていくことを目的とする。 
 
津山市版事業仕分けは、次の３点に重点をおく。 
  ① 市民の視点に立った施策の展開と市民への説明責任 
  ② 市民と行政の共創協働意識の醸成 
  ③ 職員の意識改革 

 
 
２．開催日時 

平成 23 年 1 月 22 日（土） 午前 9 時 30 分～午後 4 時 20 分 
23 日（日） 午前 9 時 30 分～午後 4 時 20 分 

 
 
３．開催会場 

津山市役所 ２階 大会議室 
 
 
４．対象事業数 
   ２日間で１５事業 
 
 
５．仕分け人 
   津山市行財政改革推進委員会専門委員 ６名 
 
 
６．市民評価委員 

無作為抽出により、平成22年10月1日現在で18歳以上の市民1,000名を選び、

郵送にて依頼し、参加を募る。１日あたり 30 名程度を予定。 
今回は、参加希望の応募をいただいた市民の皆様全員に市民評価委員として参

加していただく。（各日とも４４名の参加予定） 
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７．実施方法 
 (１) 仕分け作業 
    １事業につき約４５分 
     ① 事業担当課職員による事業内容の説明 （約１０分） 
     ② 仕分け人と事業担当課職員による質疑応答 （約２５分） 
     ③ 市民評価委員による評価（判定） （約１０分） 

※ 市民評価委員は、質疑応答等の討議に参加しないため、評価（判

定）結果後に時間の許す範囲内で意見聴取を行う。 
※ 仕分け人も評価（判定）を行なうが、あくまで参考意見として取

り扱う。 
 (２) 評価（判定）区分 
    以下に示す６区分で、市民評価委員各々が評価（判定）を評価シートに記入

し、多数決の結果をその事業の評価（判定）とする。 
    市民評価委員の評価（判定）の結果が同数となる場合は、コーディネーター

がその事業の評価（判定）を決定する。 
     ① 廃止 
     ② 民間が実施 
     ③ 国・県・広域行政等の市以外が実施 
     ④ 市が実施（要改善） 
     ⑤ 市が実施（現行どおり） 
     ⑥ 市が実施（拡大・充実） 
 
 
８．評価（判定）結果 
   事業仕分けの評価（判定）結果は、すみやかに市ホームページ等に公表する。 
   市は、その評価（判定）結果を最大限尊重して、各事業の今後の方針を策定し、

次年度以降の事業の見直し及び予算編成に反映させるものとする。 
ただし、この評価（判定）結果が、市の最終判断となるものではない。 

 



評価（判定）の視点

　①事業目的・趣旨に妥当性がない。
　②施策の達成手段として不適当である。

　④受益者の自己努力・自己負担で対応すべ
      きである。
　⑤他の事業と重複する。

　①行政の役割が終了している。
　②民間の事業と競合している。
　③民間実施の方が効果的、効率的である。

　①事業内容を見直すべきである。
　②事業規模を縮小すべきである。
　③民間委託等を検討すべきである。
　④市民参画・協働を推進すべきである。
　⑤終期を設定すべきである。

①現在の実施手法が効果的、効率的である。
　②適正な事業環境である。
　③将来的にも現状どおり継続すべきである。

　①事業規模を拡大すべきである。

■２日目【 平成２３年１月２３日（日） 】

専門委員（コーディネーター、仕分け人）名簿

 中国税理士会津山支部

所　　　属　　　等氏　　　名

多   田   憲一郎

鳥   越   良   光

小   西   治   之

 岡山商科大学　地域再生支援センター長

 岡山商科大学大学院　商学研究科教授

仕分け作業の流れと評価（判定）

区　　分

■１日目【 平成２３年１月２２日（土） 】

現状のとおり
津山市が実施
すべき事業

現状より拡大・
充実を図り津
山市が実施す
べき事業

事
業
説
明

質
疑
応
答
 ・
議
論

仕分け人

仕分け人

仕分け人

仕分け人

 美作大学　生活科学部准教授

 （株）公益創造センター　代表取締役

役　　　割 氏　　　名 所　　　属　　　等

専
門
委
員

 津山市連合町内会　会長後   山   富士水

小   山   京   子

村   岡   政   明

役　　　割

専
門
委
員

コーディネーター

多   田   憲一郎

コーディネーター

仕分け人

仕分け人 小   山   京   子

仕分け人 小   西   治   之

 岡山商科大学　地域再生支援センター長

仕分け人

鳥   越   良   光  岡山商科大学大学院　商学研究科教授

仕分け人

後   山   富士水  津山市連合町内会　会長

　③事業効果がないまたは薄い。

　②事業内容をさらに充実すべきである。

　①国が実施すべきである。
　②県が実施すべきである。
　③広域行政で実施すべきである。

廃　止

民間事業者に
よる実施を検
討すべき事業

津山市以外の
行政機関によ
る実施を検討
すべき事業

改善をして津
山市が実施す
べき事業

 中国税理士会津山支部

 美作大学　生活科学部准教授

仕分け人 村   岡   政   明  （株）公益創造センター　代表取締役

評
価

（
判
定

）
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市 民 評 価 委 員
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席

事務局
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